
全国の一部の地方公共団体において，テレビ受信機能付き公用車のカーナビや公用携帯

電話等について，ＮＨＫとの受信契約を怠り，受信料が未払いとなっていた事案が公表さ

れていることを受け，本市においても全庁調査を行いました。 

 その結果，本市においても同様に，未契約のため受信料が未払いとなっている機器があ

ることが判明しましたので，お知らせします。 

１ 概要 

未契約機器の台数及び未払い金額 

部局名 台 数 金 額 

①市長事務部局 
２９台 

（カーナビ１台，公用携帯電話２台，テレビ２６台） 
約５１９万円 

②教育委員会 ２台（テレビ２台） 約 １６万円 

③消防局 ９台（カーナビ６台，テレビ３台） 約 ６０万円 

④上下水道局 ７台（カーナビ１台，公用携帯電話６台） 約 ７８万円 

計 
４７台 

（カーナビ８台，公用携帯電話８台，テレビ３１台） 
約６７３万円 

※ 未払い金額は，使用開始から今年度末までの期間で計算

※ 未契約期間の最長は，平成１２年３月から

２ 原因 

 公用車のテレビ受信機能付きカーナビ及び公用携帯電話については，テレビ放送が受信

できる機器であったものの，これらの機器が受信契約対象であることを認識していなかっ

たこと，また，テレビについてはモニターとして使用しているものですが，実際のテレビ

放送の受信の有無に関わらず，設置場所にアンテナへの接続端子があり，モニターをアン

テナ線に繋ぐことでテレビ放送が視聴可能な場合にあっては受信契約が必要であること

を認識していなかったためです。 
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３ 今後の対応 

未払い分の受信料については，１２月開会予定の市議会定例会に補正予算案として提案

し，契約及び支払い手続の事務を進めます。 

４ 再発防止策 

今後は，適切な受信契約事務を行うよう，受信契約が必要となる要件を庁内に周知徹底

します。 

また，機器を調達する際には，テレビ放送の受信が業務で必要となる場合を除き，原則

としてテレビ受信機能が付いていない機器を調達します。 


